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消費生活協同組合法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛
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消費生活協同組合法施行細則の一部を改正する規則

消費生活協同組合法施行細則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第�条を次のように改める。

（定款変更の認可申請）

�
� 法第	�条第
項の規定により組合の定款変更の認可を受けようとする者は、その定款変更が新たに事業を経営す

る場合に係るものであるときは、規則に定める書類のほか、定款変更後の収支予算書を添付して申請しなければならな

い。

第�条中「様式第�による申請書に」を削り、「提出」を「申請」に改める。

第
条及び第�条を削る。

第�条中「第�条第�項」を「第��条」に改め、「様式第�又は様式第�による申請書に」を削り、「提出」を「申

請」に改め、同条を第
条とする。

第�条第�項を次のように改める。

組合は、通常総会又は通常総代会にあっては前事業年度終了後�月以内に、臨時総会又は臨時総代会にあってはその
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消費生活協同組合法施行細則の一部を改正する規則 （環境生活総務課）
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平成��年�月��日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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◇�������� !"#��$%&'()*��（規則第��号）

� 規則の概要

� 通常総会又は通常総代会終了の届出時期を、前事業年度終了後�月以内とすることとした。（第�条関

係）

� 自治監査の報告を廃止することとした。（第$条関係）

� 書類の提出部数を変更することとした。（第��条関係）

� 申請書の様式を廃止することとした。（様式第�号―様式第�号関係）

� その他規定の整理

� 施行期日

平成��年
月�日から施行することとした。
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島 根 県 報

終了の日から�週間以内に、終了した旨を知事に届け出なければならない。この場合において、臨時総会又は臨時総代

会の終了に係る届出にあっては、議事録の謄本を添付しなければならない。

第	条第�項中「第�
条第�項第�号、第�号、第�号又は第号」を「第��条第�項第�号、第�号又は第�号」に

改め、「（同条同項第号に掲げる事項についての議決に係るものにあっては、同号の書類のほか損益計算書を含

む。）」を削り、同条を第�条とする。

第条第�項第�号及び第�号を次のように改める。

� 定款に定めた解散の事由が発生したとき。

� 破産手続開始の申立てを行い、又は破産手続開始の決定を受けたとき。

第条第�項に次の�号を加える。

� 法第

条第�項、法第
�条第�項又は法第��条の�第�項の規定による役員解任の請求又は総会招集の請求があっ

たとき。

第条を第�条とする。

第�条及び第��条を削る。

様式第�号から様式第�号までを削る。
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この規則は、平成��年�月�日から施行する。
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